
販売期間

　地域経済の活性化や消費喚起を目的として、プレミアム商品券「愛♡こうかーど」販売事業
を市と商工会が連携して実施します。

商 品 券 一 覧

※１）�児童手当受給者の皆さまへ
　平成２７年５月分の児童手当または特例給付を受給されている世帯を対象として、児童手当現況届送付の際に子ど
も・子育て応援プレミアム商品券販売通知（５月２９日発送済み）を送付しております。
　なお、受給対象者の内、一部公的機関にお勤めの方は、通知されていませんのでご連絡ください。
※２）平成２７年１月１日現在、甲賀市の住民基本台帳に登録のある方に対し、１０月頃に直接通知します。

問い合わせ

商工政策課　商工業振興係　☎６５‐０７０９／ ６３‐４０８７
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商品券区分 甲賀市プレミアム商品券 子ども・子育て応援
プレミアム商品券

生活支援向け
プレミアム商品券

概要 1セット（1,000円券12枚入り）
12,000円分を10,000円で販売

1セット（1,000円券12枚入り）
12,000円分を8,000円で販売

1セット（1000円券2枚入り）を
対象世帯に給付

商品券内訳 共通券８枚　専用券４枚 共通券２枚

対象者 甲賀市にお住まいの方
甲賀市にお住まいの方で、平成27
年5月分の児童手当又は特例給付
を受給している世帯※１

甲賀市にお住まいの方で、市民税
（均等割）が課税されていない世
帯※２

発行数 14,000セット 7,000セット 8,000セット
販売上限枚数 1人2セット 1世帯1セット

購入方法 往復はがきによる事前申し込みが
必要。 対象者に直接通知します。

10,000円で
商品券購入

12,000円分の
お買物に！

販売数 ６，０００冊

販売単価 ３，０００円（５，０００円相当の商品）
税・送料・包装代込

内容 甲賀市特産品３９品目

販売開始日時 平成27年８月１日（土）９時～

販売場所 甲賀市商工会本所及び支所�他

商品引換期限 平成28年１月31日（日）まで

※�引換期限を過ぎたカタログは、引換・換金できません。
※詳しくは７月１９日新聞の折り込みチラシをご覧ください。 ※�実際の表紙イメージとは異なる場合があります。

商品券の内容

使用期限

取扱店全店で使える「共通券」８枚（8,000
円分）と、取扱店のうち甲賀市内に本
店を有するお店で使える「専用券」４枚
（4,000 円分）がセットされています。

お　 プレミアム商品券得
購入には

事前申し
込みが

必要です

※希望多数の場合は
　抽選となります。

※�申し込み・購入方法の詳細は、7月1日
新聞の折り込みチラシ、市および商工会の
ホームページで紹介しています。

７月２６日日から
８月１日土
９時～１６時

平成２７年８月１日土から
平成２８年１月３１日日
までの６カ月間

申し込み受付期間

７月１日水
から

７月１５日水
【消印有効】

※２６日のみ１３時～１７時

2平成 27年 7月1日3 平成 27年 7月1日


